
別紙１

日時：平成２５年７月９日（火）１３：３０～１６：４０

実施方法：合同パトロールは、平成２４年度に不法投棄が多数発見された箇所及び不法投棄常習箇所に立ち寄りながら、車で移動する。

第１班　右岸ルート（五所川原警察署管内）

第２班　左岸ルート（つがる警察署管内）

①立寄ポイント
（保安橋右岸）

⑦立寄ポイント
（中泊豊島　バス
停　堤外側）

神田橋左岸
第２班集合
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②立寄ポイント
（鶴田第二樋管）

③立寄ポイント
（五所川原消流雪付
近）

④立寄ポイント
（乾橋北斗Ｇ駐車
場）

⑥立寄ポイント
（右№84付近及び鳴
戸橋）

⑧立寄ポイント
（左岸１７ｋ河
岸）

⑨立寄ポイント
（左岸20ｋ河岸）

⑩立寄ポイント
（木造川除野球
場）

⑪立寄ポイント（五所
川原大橋左岸）第二
班解散

⑤立寄ポイント
（三好揚水機付近）

関係する市町村
①② 　鶴田町
③④⑤⑥　五所川原市
⑦　中泊町
⑧⑨⑩⑪　つがる市
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